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新型コロナウイルス感染症　令和 5年秋以降の対応（一部抜粋）
「令和 5 年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」（事務連
絡：令和 5 年 9 月 15 日）が発出されました。
令和 5 年 10 月より、新型コロナウイルス感染症に係る算定方法や点数に変更がございますのでお知ら
せいたします。
なお、ここにお知らせするものは一部であり、変更点すべてをお知らせするものではありません。
※9/26 の夜に今回の対応プログラム・マスタが提供されています
　必ず、プログラム更新・マスタ更新を行ってください（WebORCA は不要）

1. 公費支援の取扱い
1-1. 新型コロナ治療薬一部補助の負担金計算
●治療薬に係る自己負担限度額について
　令和 5 年 10 月診療分～令和 6 年 3 月診療分までは、入外共に自己負担があります。
　医療費の自己負担割合により自己負担限度額が以下のように異なります。

●公費登録方法
「12 登録」の公費欄に「096 治療薬補助」を登録します。
9 月までの治療薬補助公費と同様の登録方法です（負担者番号・公費の種類・受給者番号は同じ）
　（例）大阪府の場合
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●診療行為入力方法
治療薬のみ、「主保険 + 096 治療薬補助 + （地方公費 ※）」の保険組み合わせにて算定します。
※「096 治療薬補助」と地方公費が併用可能かどうかは、制度によって異なるようです

　対象の地方公費の制度元へご確認ください
・処方料、処方箋料等は治療薬補助公費対象外ですので、主保険単独等の保険組み合わせにて

自動算定します
・治療薬に係る自己負担は、主保険の患者負担割合に応じた上限額（3,000 円、6,000 円、9,000 円）

を自動算定します

●補足
1. 治療薬に係る自己負担限度額は、レセプト単位で適用します
2. 入外で治療薬の算定がある場合や月途中で保険者変更があり、変更前後で治療薬の算定がある

場合については、別レセプトとなるため、それぞれで限度額を適用することとなります
3. 同一レセプトであれば、複数回治療薬の算定があっても、限度額までの自己負担となります
4. 公的医療保険に加入していない場合（生活保護単独の場合）は、入外共に「自己負担なし」

（全額公費負担）となります

1-2. 新型コロナに係る入院診療一部補助の負担金計算
●入院診療一部補助による減額後の自己負担限度額について
令和 5 年 10 月診療分～令和 6 年 3 月診療分までの減額金額は
・各所得区分毎の「高額療養費制度の自己負担限度額」算出において、
　「（医療費－267,000 円）×0.01」のような医療費比例額が含まれる場合

→当該医療費比例額＋5千円
・医療費比例額が含まれない場合

→1万円
●使用公費・レセプトについて
9 月までと同様の「095 入院補助」を使用します。
レセプトの記載方法についても、従前から変更はありません。

2



2. 外来診療に係る特例
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3. 在宅診療に係る特例、高齢者施設等における特例
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4. 入院に係る特例
10 月以降の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療について、入院点数等が変更となります。
10 月分の入院会計が変更前点数で作成済みの場合、「52 月次統計」から入院会計一括置換の処理を実
施して点数の置き換えを行ってください。
詳細については、別資料「2023 年 10 月新型コロナ入院対応」をご覧ください。

案内は以上です。
ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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